
 

 

 

 

 

令和元年６月 14 日 

 

 

 

 

 

令和元年登米市議会定例会 

６月定期議会 議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登 米 市 議 会 

議員  番 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議 案 目 次 
 

議案番号 議 案 名 頁 

同 意 第 １ 号 監査委員選任につき同意を求めることについて ５ 

諮 問 第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて ６ 

諮 問 第 ２ 号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて ７ 

諮 問 第 ３ 号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて ８ 

報 告 第 ７ 号 継続費繰越計算書について ９ 

報 告 第 ８ 号 繰越明許費繰越計算書について 11 

報 告 第 ９ 号 平成30年度登米市水道事業会計予算の繰越計算書について 15 

報 告 第 10号 平成30年度登米市病院事業会計継続費繰越計算書について 17 

報 告 第 11号 
登米市税条例等の一部を改正する条例に係る専決処分の報告につ

いて 
19 

報 告 第 12号 
損害賠償の額を定め和解することに関する専決処分の報告につい

て 
31 

議 案 第 47号 令和元年度登米市一般会計補正予算（第２号） 別冊 

議 案 第 48号 令和元年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 別冊 

議 案 第 49号 令和元年度登米市介護保険特別会計補正予算（第１号） 別冊 

議 案 第 50号 令和元年度登米市病院事業会計補正予算（第１号） 別冊 

議 案 第 51号 選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 32 

議 案 第 52号 登米市基金条例の一部を改正する条例について 33 

議 案 第 53号 
登米市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例について 
34 

議 案 第 54号 登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 36 

議 案 第 55号 登米市介護保険条例の一部を改正する条例について 38 



 

 

議 案 第 56号 登米市火災予防条例の一部を改正する条例について 39 

議 案 第 57号 
登米市歴史資料館等における共通観覧券の発行に関する条例の一

部を改正する条例について 
40 

議 案 第 58号 指定管理者に係る指定期間の変更について（歴史資料館） 41 

議 案 第 59号 財産の取得について 42 

議 案 第 60号 財産の取得について 43 

議 案 第 61号 登米市辺地総合整備計画の変更について 44 

議 案 第 62号 登米市過疎地域自立促進計画の変更について 45 
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同意第１号 

 

監査委員選任につき同意を求めることについて 

 

次の者を監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条 

第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

令和元年６月14日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 岩淵 正宏 

住  所 登米市東和町 

 



- 6 - 

 

諮問第１号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

令和元年６月14日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 佐々木 喜代子 

住  所 登米市登米町 
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諮問第２号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

令和元年６月14日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 佐々木 武雄 

住  所 登米市豊里町 

 



- 8 - 

 

諮問第３号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

令和元年６月14日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 金 正男 

住  所 登米市石越町 
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報告第７号 

 

継続費繰越計算書について 

 

平成30年度登米市一般会計予算の継続費年割額に係る経費のうち支出を終わらな

かったものについて、別紙のとおり繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令 

（昭和22年政令第16号）第145条第１項の規定により報告する。 

 

 

令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     
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報告第８号 

 

繰越明許費繰越計算書について 

 

平成30年度登米市一般会計予算、登米市下水道事業特別会計予算及び登米市宅地

造成事業特別会計予算の繰越明許費について、別紙のとおり繰越計算書を調製したの

で、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     
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報告第９号 

 

 平成 30 年度登米市水道事業会計予算の繰越計算書について 

 

平成 30 年度登米市水道事業会計予算について、別紙のとおり繰越計算書を調製した

ので、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第３項の規定により報告す

る。 

 

 

令和元年６月 14 日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣 
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報告第 10 号 

 

平成 30 年度登米市病院事業会計継続費繰越計算書について 

 

平成30年度登米市病院事業会計予算について、別紙のとおり継続費繰越計算書を

調製したので、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第１項の

規定により報告する。 

 

 

令和元年６月 14 日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣 
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報告第 11 号 

 

登米市税条例等の一部を改正する条例に係る専決処分の報告 

について 

 

平成31年３月29日、登米市税条例（平成17年登米市条例第65号）等の一部を改正

する条例について、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第180条第２項の規定により報告する。 

 

 

  令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣 
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、登米市税条

例（平成 17 年登米市条例第 65 号）等の一部改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

  平成 31 年３月 29 日 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市税条例等の一部を改正する条例 

（登米市税条例の一部改正） 

第１条 登米市税条例（平成 17 年登米市条例第 65 号）の一部を次のように改正する。 

第 34 条の７第１項中「においては、法第 314 条の７第１項」を「には、同項」

に、「同項第１号に掲げる寄附金」を「同条第２項に規定する特例控除対象寄附

金」に改め、同条第２項中「第 314 条の７第２項」を「第 314 条の７第 11 項」に

改める。 

附則第７条の３の２第１項中「平成 43 年度」を「平成 45 年度」に、「附則第

５条の４の２第６項（同条第９項」を「附則第５条の４の２第５項（同条第７

項」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項の規定の適用が」を「前

項の規定の適用が」に改め、同項を同条第２項とする。 

附則第７条の４中「第 314 条の７第２項第２号」を「第 314 条の７第 11 項第２

号」に改める。 

附則第９条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同

条第１項中「によって」を「により」に、「第 314 条の７第１項第１号に掲げる

寄附金」を「第 314 条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団

体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府

県の知事又は市町村若しくは特別区の長（次項及び第３項において「都道府県知

事等」という。）」に改め、同条第２項及び第３項中「地方団体の長」を「都道

府県知事等」に改める。 

附則第９条の２中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、

「においては」を「には」に改める。 

附則第 10 条の２第５項中「附則第 15 条第 32 項第１号イ」を「附則第 15 条第

33 項第１号イ」に改め、同条第６項中「附則第 15 条第 32 項第１号ロ」を「附則
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第 15 条第 33 項第１号ロ」に改め、同条第７項中「附則第 15 条第 32 項第１号

ハ」を「附則第 15 条第 33 項第１号ハ」に改め、同条第８項中「附則第 15 条第 32

項第１号ニ」を「附則第 15 条第 33 項第１号ニ」に改め、同条第９項中「附則第

15 条第 32 項第１号ホ」を「附則第 15 条第 33 項第１号ホ」に改め、同条第 10 項

中「附則第 15 条第 32 項第２号イ」を「附則第 15 条第 33 項第２号イ」に改め、

同条第 11 項中「附則第 15 条第 32 項第２号ロ」を「附則第 15 条第 33 項第２号

ロ」に改め、同条第 12 項中「附則第 15 条第 32 項第３号イ」を「附則第 15 条第

33 項第３号イ」に改め、同条第 13 項中「附則第 15 条第 32 項第３号ロ」を「附則

第 15 条第 33 項第３号ロ」に改め、同条第 14 項中「附則第 15 条第 32 項第３号

ハ」を「附則第 15 条第 33 項第３号ハ」に改め、同条第 15 項中「附則第 15 条第

37 項」を「附則第 15 条第 38 項」に改め、同条第 16 項中「附則第 15 条第 43 項」

を「附則第 15 条第 44 項」に改め、同条第 17 項中「附則第 15 条第 44 項」を「附

則第 15 条第 45 項」に改め、同条第 18 項中「附則第 15 条第 46 項」を「附則第 15

条第 47 項」に改める。 

附則第 10 条の３第 12 項を同条第 13 項とし、同条第 11 項中「附則第 12 条第 17

項」を「附則第 12 条第 19 項」に改め、同項を同条第 12 項とし、同条第 10 項第

５号中「附則第 12 条第 29 項」を「附則第 12 条第 31 項」に改め、同項を同条第

11 項とし、同条第９項を同条第 10 項とし、同条第８項第５号中「附則第 12 条第

29 項」を「附則第 12 条第 31 項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項第

４号中「附則第 12 条第 21 項」を「附則第 12 条第 23 項」に改め、同項第６号中

「附則第 12 条第 22 項」を「附則第 12 条第 24 項」に改め、同項を同条第８項と

し、同条第６項中「附則第 12 条第 17 項」を「附則第 12 条第 19 項」に改め、同

項を同条第７項とし、同条第５項の次に次の１項を加える。 

６ 法附則第 15 号の８第４項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の１月 31 日までに次に掲げる事項を記載し

た申告書に令附則第 12 条第 16 項に規定する従前の家屋について移転補償金を

受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

附則第 16 条第１項中「法附則第 30 条第１項」を「平成 18 年３月 31 日までに

初めて道路運送車両法第 60 条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から

第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第 30 条第１

項」に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法第 60 条第１項後段の規定による

車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた
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月から起算して 14 年を経過した月の属する年度以後の年度分」を「平成 31 年度

分」に改め、同条第２項から第４項までを削り、同条第５項中「附則第 30 条第６

項第１号及び第２号」を「附則第 30 条第２項第１号及び第２号」に、「第２項の

表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア 3,900 円 1,000 円 

6,900 円 1,800 円 

10,800 円 2,700 円 

3,800 円 1,000 円 

5,000 円 1,300 円 

附則第 16 条第５項を同条第２項とし、同条第６項中「附則第 30 条第７項第１

号及び第２号」を「附則第 30 条第３項第１号及び第２号」に改め、「以上の軽自

動車」の次に「（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この

項及び次項において同じ。）」を加え、「第３項の表」を「次の表」に改め、同

項に次の表を加える。 

第２号ア 3,900 円 2,000 円 

6,900 円 3,500 円 

10,800 円 5,400 円 

3,800 円 1,900 円 

5,000 円 2,500 円 

附則第 16 条第６項を同条第３項とし、同条第７項中「附則第 30 条第８項第１

号及び第２号」を「附則第 30 条第４項第１号及び第２号」に、「第４項の表」を

「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア 3,900 円 3,000 円 

6,900 円 5,200 円 

10,800 円 8,100 円 

3,800 円 2,900 円 

5,000 円 3,800 円 

附則第 16 条第７項を同条第４項とする。 

附則第 16 条の２第１項中「第７項」を「第４項」に改める。 

附則第 22 条第３項中「の各号」を削り、同項第１号中「及び氏名」の次に「又

は名称」を加え、同条第４項中「仮換地等（」を「特定仮換地等（」に、「仮換

地等」」を「特定仮換地等」」に、「仮換地等納税義務者」を「特定仮換地等納

税義務者」に、「仮換地等の」を「特定仮換地等の」に、「仮換地等に」を「特

定仮換地等に」に改める。 

第２条 登米市税条例の一部を次のように改正する。 
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第 36 条の２中第９項を第 10 項とし、第８項を第９項とし、第７項を第８項と

し、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 第１項又は第５項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税

法第 190 条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、

第１項の申告書を提出するときは、法第 317 条の２第１項各号に掲げる事項の

うち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることがで

きる。 

第 36 条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項中第３号を第４号と

し、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第 36 条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中「第 203 条の５第１項」を「第 203 条の６第１項」に改め、「なら

ない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等（所得税法

第 203 条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養親族を除

く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「所

得税法第 203 条の６第１項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を

「公的年金等」に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加

える。 

(3) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第 36 条の３の３第２項中「第 203 条の５第２項」を「第 203 条の６第２項」に

改め、同条第４項中「第 203 条の５第５項」を「第 203 条の６第６項」に改める。 

第 36 条の４第１項中「によって」を「により」に、「同条第７項」を「同条第

９項」に、「第８項」を「第 10 項」に、「においては」を「には」に改める。 

附則第 15 条の２の２を附則第 15 条の２の３とする。 

附則第 15 条の２に次の３項を加える。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第 446 条第１項（同条第２項において準

用する場合を含む。）又は法第 451 条第１項若しくは第２項（これらの規定を

同条第４項において準用する場合を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第

29 条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境

性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第 15 条の４
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の規定により読み替えられた第 81 条の６第１項の納期限（納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限）後において知った場合において、当該事実

が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手

段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の

偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを

事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによる

ものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る

３輪以上の軽自動車について法附則第 29 条の 11 の規定によりその例によるこ

ととされた法第 161 条第１項に規定する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽

自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の

額は、同項の不足額に、これに 100 分の 10 の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

附則第 15 条の２を附則第 15 条の２の２とし、附則第 15 条の次に次の１条を加 

える。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第 15 条の２ 法第 451 条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含

む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条におい

て同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が平成 31 年 10 月１日

から平成 32 年９月 30 日までの間（附則第 15 条の６第３項において「特定期

間」という。）に行われたときに限り、第 80 条第１項の規定にかかわらず、軽

自動車税の環境性能割を課さない。 

附則第 15 条の６に次の１項を加える。 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第 81 条の４（第２

号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取

得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「100 分の２」とあるのは、

「100 分の１」とする。 

附則第 16 条に次の３項を加える。 

２ 法附則第 30 条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する

第 82 条の規定の適用については、当該軽自動車が平成 31 年４月１日から平成

32 年３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成 32 年度分の

軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が平成 32 年４月１日から平成 33 年

３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成 33 年度分の軽自

動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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第２号ア(イ) 3,900 円 1,000 円 

第２号ア(ウ)a 6,900 円 1,800 円 

10,800 円 2,700 円 

第２号ア(ウ)b 3,800 円 1,000 円 

5,000 円 1,300 円 

３ 法附則第 30 条第３項第１号及び第２号に掲げる法第 446 条第１項第３号に規

定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」

という。）のうち３輪以上のものに対する第 82 条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が平成 31 年４月１日から平成 32 年３月 31 日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には平成 32 年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該ガソリン軽自動車が平成 32 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成 33 年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(イ) 3,900 円 2,000 円 

第２号ア(ウ)a 6,900 円 3,500 円 

10,800 円 5,400 円 

第２号ア(ウ)b 3,800 円 1,900 円 

5,000 円 2,500 円 

４ 法附則第 30 条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち３輪

以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第 82 条の規定

の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成 31 年４月１日から平成 32 年

３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成 32 年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が平成 32 年４月１日から平成 33

年３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成 33 年度分の軽

自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(イ) 3,900 円 3,000 円 

第２号ア(ウ)a 6,900 円 5,200 円 

10,800 円 8,100 円 

第２号ア(ウ)b 3,800 円 2,900 円 

5,000 円 3,800 円 

附則第 16 条の２を次のように改める。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第 16 条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動



- 26 - 

 

車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該

当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第 30 条の

２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基

づき当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第

83 条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）

後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認

定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に

必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）に

より国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土

交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした

者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の軽

自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第 87 条及び第

88 条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、

同項の不足額に、これに 100 分の 10 の割合を乗じて計算した金額を加算した金

額とする。 

第３条 登米市税条例の一部を次のように改正する。 

第 24 条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。 

附則第 16 条に次の１項を加える。 

５ 法附則第 30 条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のうち、

自家用の乗用のものに対する第 82 条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成 33 年４月１日から平成 34 年３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には平成 34 年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が平成 34

年４月１日から平成 35 年３月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には平成 35 年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

  附則第 16 条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。 

（登米市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 登米市税条例等の一部を改正する条例（平成 29 年登米市条例第 10 号）の一

部を次のように改正する。 

附則第 15 条の次に次の５条を加える改正規定（同条例附則第 15 条の６第２項

に係る部分に限る。）中「については」の次に「、当分の間」を加え、同条例附

則第 16 条第１項の改正規定中「初めて道路運送車両法第 60 条第１項後段の規定

による」を「最初の法第 444 条第３項に規定する」を「平成 18 年３月 31 日まで



- 27 - 

 

に初めて道路運送車両法第 60 条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項か

ら第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第 30 条第

１項」を「法附則第 30 条」に、「平成 31 年度分」を「当該軽自動車が最初の法

第 444 条第３項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して 14 年を経過し

た月の属する年度以後の年度分」に改める。 

第５条 登米市税条例等の一部を改正する条例（平成 30 年登米市条例第 24 号）の一

部を次のように改正する。 

第１条のうち、登米市税条例第 48 条第１項の改正規定中「及び第 11 項」を「、

第 11 項及び第 13 項」に改め、同条に３項を加える改正規定中「３項」を「８

項」に改め、同改正規定（同条第 10 項に係る部分に限る。）中「次項」の次に

「及び第 12 項」を加え、「その他施行規則で定める方法」を削り、同改正規定

（同条第 12 項に係る部分に限る。）中「申告は、」の次に「申告書記載事項が」

を加え、同改正規定に次のように加える。 

13 第 10 項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、

かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認めら

れる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することにつ

いて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告

については、前３項の規定は、適用しない。法人税法第 75 条の４第２項の申請

書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第 10 項の内国法人が、当

該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を

記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は

納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該

税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。 

14 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受け

ることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間

その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付

して、当該期間の開始の日の 15 日前までに、これを市長に提出しなければなら

ない。 

15 第 13 項の規定の適用を受けている内国法人は、第 10 項の申告につき第 13 項

の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で

定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。 

16 第 13 項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第 321 条の８第 51

項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の

提出があった日の翌日以後の第 13 項前段の期間内に行う第 10 項の申告につい

ては、第 13 項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新
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たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 

17 第 13 項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第 15 項の届出書の

提出又は法人税法第 75 条の４第３項若しくは第６項（同法第 81 条の 24 の３第

２項において準用する場合を含む。）の処分があったときは、これらの届出書

の提出又は処分があった日の翌日以後の第 13 項後段の期間内に行う第 10 項の

申告については、第 13 項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、

同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 

附則第１条第５号中「３項を」を「８項を」に改める。 

附則第２条第４項中「第 12 項」を「第 17 項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成 31 年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中第 34 条の７の改正規定並びに附則第７条の４、第９条及び第９条

の２の改正規定並びに次条第２項から第４項までの規定 平成 31 年６月１日 

(2) 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第７条の規定 平成 31

年 10 月１日 

(3) 第２条中第 36 条の２中第９項を第 10 項とし、第８項を第９項とし、第７項

を第８項とし、第６項の次に１項を加える改正規定並びに第 36 条の３の２、第

36 条の３の３及び第 36 条の４第１項の改正規定並びに附則第３条の規定 平成

32 年１月１日 

(4) 第３条中第 24 条の改正規定及び附則第４条の規定 平成 33 年１月１日 

(5) 第３条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第８条の規定 平成 33

年４月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の登米市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成 31 年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成 30 年度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。 

２ 新条例第 34 条の７並びに附則第７条の４及び第９条の２の規定は、平成 32 年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成 31 年度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。 

３ 新条例第 34 条の７第１項及び附則第９条の２の規定の適用については、平成 32

年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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第 34 条の７第１項 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第１項

第１号に掲げる寄附金（平成 31 年

６月１日前に支出したものに限

る。） 

附則第９条の２ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第 314 条

の７第１項第１号に掲げる寄附金

（平成 31 年６月１日前に支出した

ものに限る。） 

 送付 送付又は登米市税条例等の一部を改

正する条例（平成 31 年登米市条例

第 18 号）附則第２条第４項の規定

によりなお従前の例によることとさ

れる同条例第１条の規定による改正

前の登米市税条例附則第９条第３項

の規定による同条第１項に規定する

申告特例通知書の送付 

４ 新条例附則第９条第１項から第３項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者

が前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正す

る法律（平成 31 年法律第２号。以下この項において「改正法」という。）第１条

の規定による改正後の地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 314 条の７第２項に

規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同

日前に支出した改正法第１条の規定による改正前の地方税法第 314 条の７第１項

第１号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の登米市税条例（次項及び第３

項において「32 年新条例」という。）第 36 条の２第７項の規定は、同号に掲げる

規定の施行の日以後に平成 32 年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提

出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に

平成 31 年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合については、なお

従前の例による。 

２ 32 年新条例第 36 条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、附

則第１条第３号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき登米市税条例第

36 条の２第１項に規定する給与について提出する 32 年新条例第 36 条の３の２第

１項及び第２項に規定する申告書について適用する。 

３ 32 年新条例第 36 条の３の３第１項の規定は、附則第１条第３号に掲げる規定の

施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成 31 年法
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律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和 40 年法律第 33 号。以下

この項において「新所得税法」という。）第 203 条の６第１項に規定する公的年

金等（新所得税法第 203 条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提

出する 32 年新条例第 36 条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の登米市税条例第 24 条第１項

（第２号に係る部分に限る。）の規定は、平成 33 年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成 32 年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成 31 年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、平成 30 年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第６条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成 31 年度分の軽自動車税に

ついて適用し、平成 30 年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

第７条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定による改正後

の登米市税条例（以下「31 年 10 月新条例」という。）の規定中軽自動車税の環境

性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された３輪以上

の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ 31 年 10 月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成 32 年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

第８条 附則第１条第５号に掲げる規定による改正後の登米市税条例の規定は、平成

33 年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成 32 年度分までの

軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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報告第 12 号 

 

損害賠償の額を定め和解することに関する専決処分の報告 

について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和元年６月 14 日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣 

 

 

区分 専決処分年月日 事故の概要 
損害賠償額 

和 解 内 容 

過失によ

る物損事

故 

令和元年５月 16 日 平成 31 年４月６日、登米市迫

町佐沼字内町地内において、市

有地に生えていた杉が倒木し、

隣接する相手方住宅の屋根並び

に敷地境界付近に設置している

フェンス及び相手方住宅への来

訪者の車両を破損させたもの。 

432,691 円 

その余の請求を

放棄 
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議案第 51 号 

 

選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

について 

 

選挙長等の費用弁償に関する条例（平成17年登米市条例第51号）の一部を次のと

おり改正するものとする。 

 

 

  令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

選挙長等の費用弁償に関する条例（平成 17 年登米市条例第 51 号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１項中「、市長及び土地改良区の総代」を「及び市長」に改める。 

第３条第１項の表中「10,600円」を「10,800円」に、「12,600円」を「12,800円」

に、「11,100円」を「11,300円」に、「10,700円」を「10,900円」に、「9,500円」

を「9,600円」に、「8,800円」を「8,900円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の選挙長等の費用弁償に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後にその期日を公示又は告示

される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙

については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に在任する土地改良区の総代の選挙に係る費用弁償につい

ては、新条例第２条第１項の規定にかかわらず、同条例第３条及び第４条の規定

により支給するものとする。 
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議案第 52 号 

 

    登米市基金条例の一部を改正する条例について 

 

登米市基金条例（平成17年登米市条例第76号）の一部を次のとおり改正するもの

とする。 

 

 

  令和元年６月14日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市基金条例の一部を改正する条例 

登米市基金条例（平成17年登米市条例第76号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項の表中(9)の項を削り、(10)の項を(9)の項とし、(11)の項から (23)

の項までを(10)の項から(22)の項までとし、同表に次のように加える。 

(23) 登米市森林環境 

整備基金 

森林経営管理法（平成30年法律

第35号）に基づく森林の整備及

びその促進を図る。 

市長が定める額 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 53 号 

 

登米市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正 

する条例について 

 

登米市心身障害者医療費の助成に関する条例（平成17年登米市条例第121号）の一

部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

  令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣 

 

 

登米市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

登米市心身障害者医療費の助成に関する条例（平成 17 年登米市条例第 121 号）の

一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

登米市障害者医療費の助成に関する条例 

第１条中「心身障害者」を「障害者」に改める。 

第２条第１項中「心身障害者」を「障害者」に改め、同項第２号中「)及び」を

「)、」に改め、「もの」の次に「並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和25年法律第123号）に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第155号）第６条第

３項に定める１級に該当するもの」を加え、同条第２項中「心身障害者」を「障害

者」に改める。 

第３条中「心身障害者」を「障害者」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

（登米市子ども医療費の助成に関する条例及び登米市行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する

条例の一部改正） 

２ 次に掲げる条例の規定中「登米市心身障害者医療費の助成に関する条例」を「登 

米市障害者医療費の助成に関する条例」に改める。 

(1) 登米市子ども医療費の助成に関する条例（平成17年登米市条例第114号）第４ 
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条第２項 

(2) 登米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成27年登米市条例第42号）別表第

１及び別表第２ 

 （準備行為） 

３ 受給資格の登録その他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行う 

ことができる。 
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議案第 54 号 

 

登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

登米市国民健康保険税条例（平成17年登米市条例第138号）の一部を次のとおり改

正するものとする。 

 

 

  令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

登米市国民健康保険税条例（平成17年登米市条例第138号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項ただし書中「58万円」を「61万円」に改める。 

第３条第１項中「100分の6.45」を「100分の6.20」に改める。 

第５条の２第１号中「20,000円」を「15,000円」に改め、同条第２号中「10,000

円」を「7,500円」に改め、同条第３号中「15,000円」を「11,250円」に改める。 

第８条中「100分の2.50」を「100分の2.00」に改める。 

第９条の２中「12,000円」を「8,000円」に改める。 

第23条中「58万円」を「61万円」に改め、同条第１号イ（ア）中「14,000円」を

「10,500円」に改め、同号イ（イ）中「7,000円」を「5,250円」に改め、同号イ

（ウ）中「10,500円」を「7,875円」に改め、同号オ中「8,400円」を「5,600円」に

改め、同条第２号中「275,000円」を「28万円」に改め、同号イ（ア）中「10,000

円」を「7,500円」に改め、同号イ（イ）中「5,000円」を「3,750円」に改め、同号

イ（ウ）中「7,500円」を「5,625円」に改め、同号オ中「6,000円」を「4,000円」に

改め、同条第３号中「50万円」を「51万円」に改め、同号イ（ア）中「4,000円」を

「3,000円」に改め、同号イ（イ）中「2,000円」を「1,500円」に改め、同号イ

（ウ）中「3,000円」を「2,250円」に改め、同号オ中「2,400円」を「1,600円」に改

める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 
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２ 改正後の登米市国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健

康保険税について適用し、平成 30 年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 
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議案第 55 号 

 

登米市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

登米市介護保険条例（平成17年登米市条例第142号）の一部を次のとおり改正する

ものとする。 

 

 

  令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市介護保険条例の一部を改正する条例  

登米市介護保険条例（平成17年登米市条例第142号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「平成32年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項中「平成30年 

度」を「令和元年度」に、「36,720 円」を「30,600 円」に改め、同条に次の２項を

加える。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和元年度における保険料率について準用する。この場合において、同

号中「61,200 円」とあるのは、「51,000 円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和元年度における保険料率について準用する。この場合において、

同号中「61,200 円」とあるのは、「59,160 円」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の登米市介護保険条例の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成

30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議案第 56 号 

 

登米市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

登米市火災予防条例（平成17年登米市条例第215号）の一部を次のとおり改正する

ものとする。 

 

 

  令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣 

 

登米市火災予防条例の一部を改正する条例 

登米市火災予防条例（平成 17 年登米市条例第 215 号）の一部を次のように改正す

る。 

第 16 条第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格（産業標準化法（昭和 24 年法

律第 185 号）第 20 条第１項の日本産業規格をいう。）」に改める。 

第 29 条の４第５項中「及び第５号」を「、第５号及び第６号」に改める。 

第 29 条の５第１号中「第 29 条の３第１項各号」の次に「又は前条第１項」を加え、

「作動時間が 60 秒以内」を「種別が１種」に改め、同条第２号から第５号までの規

定中「第 29 条の３第１項各号」の次に「又は前条第１項」を加え、同条中第６号を

第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 第 29 条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設

用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有す

る消防の用に供する設備等に関する省令（平成 20 年総務省令第 156 号）第３条

第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例によ

り設置したとき。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 16 条第１項の改正規定は、令和

元年７月１日から施行する。 
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議案第 57 号 

 

登米市歴史資料館等における共通観覧券の発行に関する条例 

の一部を改正する条例について 

 

登米市歴史資料館等における共通観覧券の発行に関する条例（平成31年登米市条例

第３号）の一部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

令和元年６月 14 日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣 

 

 

 登米市歴史資料館等における共通観覧券の発行に関する条例の一部を改正する条例 

 登米市歴史資料館等における共通観覧券の発行に関する条例（平成31年登米市条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「共通観覧券発行日の当日に限り、自由に」を削る。 

第４条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 共通観覧券の有効期間は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 58 号 

 

指定管理者に係る指定期間の変更について（歴史資料館） 

 

歴史資料館のうち、登米懐古館の指定管理者に係る指定期間（平成26年12月15日

議決）を次のとおり変更したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の

２第５項及び６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

歴史資料館のうち、登米懐古館の指定期間「平成 27 年４月１日から平成 32 年３

月 31 日まで」を「平成 27 年４月１日から令和元年８月 31 日まで」に変更する。 
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議案第 59 号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

１ 契 約 の 目 的  消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ２０，９５２，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県大崎市古川中里一丁目 10 番 29 号 

          株式会社 古川ポンプ製作所 

          代表取締役 氏家 英喜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 

 

議案第 60 号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

１ 契 約 の 目 的  高規格救急自動車購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ２７，４１０，４００円 

４ 契約の相手方  宮城県登米市迫町佐沼字的場 88 番１号 

          宮城トヨタ自動車株式会社佐沼店 

          店長 千葉 忍 
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議案第 61 号 

 

登米市辺地総合整備計画の変更について 

 

登米市辺地総合整備計画を別添のとおり変更するため、辺地に係る公共的施設の

総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第３条第

８項において準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和元年６月 14 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     
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議案第 62 号 

 

登米市過疎地域自立促進計画の変更について 

 

登米市過疎地域自立促進計画を別添のとおり変更するため、過疎地域自立促進特

別措置法（平成 12 年法律第 15 号）第６条第７項において準用する同条第１項の規定

により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和元年６月14日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

 

 

 


